
 

船舶事故調査報告書 

平成２９年１０月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年６月１８日 ０１時２５分ごろ 

発生場所 三重県紀宝町
きほうちょう

鵜殿
う ど の

港南東方沖 

 鵜殿港南防波堤灯台から真方位１５４°８.４海里（Ｍ）付近 

  （概位 北緯３３°３６.６′ 東経１３６°０５.８′） 

事故の概要 貨物船SHUN
シ ュ ン

 FA
ファ

11 及び貨物船兼砂利運搬船進
しん

朋
ほう

は、共に北東進中、

両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年６月２０日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 SHUN FA11（トーゴ共和国籍）、１,４８３トン 

   ９０９３８９２（ＩＭＯ番号）、HONG KONG SHUN FA  

INTERNATIONAL SHIPPING LIMITTED 

Ｂ 貨物船兼砂利運搬船 進朋、７４９トン 

１４１８２１、脇坂海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（中華人民共和国籍）、締約国資格受有者承認証 船長

（トーゴ共和国発給）   

Ｂ 船長Ｂ、四級（航海） 

  航海士Ｂ、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船側部外板に凹損 

Ｂ 右舷船側部外板に凹損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａほか９人（全員中華人民共和国籍）が乗り組み、約

７.５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で北東進してい

た。 

船長Ａは、左舷後方から接近するＢ船に気付き、Ｂ船との距離が約

０.３Ｍになったとき、Ｂ船に対し、ＶＨＦ無線電話で呼び掛け、発

光信号を行ったが、Ｂ船からの応答がなかった。 

Ａ船は、Ｂ船が至近に迫り、右舵１０°で右転を開始したものの、

その左舷船側部とＢ船の右舷船側部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び航海士Ｂほか４人が乗り組み、航海士Ｂが単独

の船橋当直につき、約１２knの速力で北東進中、レーダーで右舷前方

約２ＭにＡ船を認めたが、以後、見張りを適切に行っておらず、Ａ船

と衝突した。 



 

分析 

  

Ａ船は、北東進中、船長Ａが、左舷後方から接近するＢ船を認め、

ＶＨＦ無線電話での交信及び発光信号を試みたもののＢ船からの応答が

なく、その左舷船側部にＢ船の右舷船側部が衝突したものと考えられ

る。 

Ｂ船は、北東進中、航海士Ｂが、レーダーで右舷前方約２ＭにＡ船

を認めた後、Ａ船に対する見張りを適切に行っていなかったことか

ら、Ａ船に衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、Ａ船及びＢ船が共に北東進中、航海士Ｂが、見張

りを適切に行っていなかったため、Ｂ船がＡ船に衝突したものと考え

られる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時適切な見張りを行うこと。  


